
「新宿区基本構想」に掲げる“めざすまちの姿” 

「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」の実現に向けて 

 

 

 

 

平成２８年 7 月、基本構想審議会へ「基本計画に盛り込むべき施策のあり方」に

ついて諮問し、審議会が、これまでの審議内容を骨子案としてまとめました。 

パブリック・コメント及び地域説明会を実施し、区民の皆様の意見を募集します。 
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 １ 生涯にわたり心身ともに健康で暮らせる健康寿命の延伸に向けた取組みの充実 
 ２ 住み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築 
 ３ 障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備 
 ４ 安心できる子育て環境の整備 
 ５ 未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす学校教育の充実 
 ６ セーフティネットの整備充実 
 ７ 女性や若者が活躍できる地域づくりの推進 
 ８ 地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合ったまちづくりの推進 
 ９ 地域での生活を支える取組みの推進 
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 １ 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり 
  ① 建築物等の耐震化の推進 
  ② 木造住宅密集地域解消の取組みの推進   
  ③ 市街地整備による防災・住環境等の向上 
  ④ 災害に強い都市基盤の整備 
 ２ 災害に強い体制づくり 
 ３ 暮らしやすい安全で安心なまちの実現 
  ① 犯罪のない安心なまちづくり 
  ② 感染症の予防と拡大防止  
  ③ 良好な生活環境づくりの推進  
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 １ 回遊性と利便性の向上による魅力的で歩いて楽しいまちづくり 
 ２ 誰もが安心して楽しめるエンターテイメントシティの実現 
 ３ 地域特性を活かした都市空間づくり 
 ４ 誰もが自由に歩ける、利用しやすく、わかりやすいまちづくり 
 ５ 道路環境の整備 
 ６ 交通環境の整備 
 ７ 豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備 
 ８ 地球温暖化対策の推進 
 ９ 資源循環型社会の構築 
１０ 活力ある産業が芽吹くまちの実現 
１１ 魅力ある商店街の活性化に向けた支援 
１２ まちの歴史や記憶、文化、芸術など多様な魅力による賑わいの創造 
１３ 生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環境の充実 
１４ 多文化共生のまちづくりの推進 
１５ 平和都市の推進 

 

 １ 効果的・効率的な行財政運営 
 ２ 公共施設マネジメントの強化 

  １ 窓口サービスの充実 
 ２ 職員の能力開発、意識改革の推進 
 ３ 地方分権の推進 

●地域説明会の開催（１２月６日（火）～１２月２０日（火）） 
基本計画（骨子案）、まちづくり長期計画(骨子案)及び公共施設等総合管理計画(素案) 

について、区内１０所の地域センターで地域説明会を開催します。 

地域説明会 開催日時 会  場 

12月 6日(火) 午後 7時～9時 角筈地域センター（西新宿 4-33-7） 

12月 7日(水) 午後 7時～9時 落合第一地域センター（下落合 4-6-7） 

12月 8日(木) 午後 7時～9時 牛込箪笥地域センター（箪笥町 15） 

12月 10日(土) 午後 2時～4時 戸塚地域センター（高田馬場 2-18-1） 

12月 13日(火) 午後 7時～9時 四谷地域センター（内藤町 87） 

12月 14日(水) 午後 7時～9時 榎町地域センター（早稲田町 85） 

12月 15日(木) 午後 7時～9時 落合第二地域センター（中落合 4-17-13） 

12月 18日(日) 午後 2時～4時 大久保地域センター（大久保 2-12-7） 

12月 19日(月) 午後 7時～9時 若松地域センター（若松町 12-6） 

12月 20日(火) 午後 7時～9時 柏木地域センター（北新宿 2-3-7） 

 

新たな総合計画の骨子案がまとまりました 

２９年２月に審議会から答申を受け、平成２９年１２月に策定の予定 

新たな総合計画の計画期間は１０年程度とします。（平成３０～３９年度） 

「総合計画は、新宿区の最上位計画であり、「基本計画」と「都市マスタープラン」の性格をあ

わせ持ち、一体的な計画として策定します。 

１ 体  系 

基本計画 

新宿区総合計画 

都市マスタープラン 

都市計画に関する方針 

・部門別まちづくり方針 

・地域別まちづくり方針 

施策の方向性を示した 

行財政運営の指針 

まちづくり長期計画 

まちづくり戦略プラン 

Ⅰ課題別戦略  
Ⅱエリア戦略 

平成２８年第４回区議会定例会 記者会見 参考資料６ 

※現在の総合計画の計画

期間は平成 20 年度から

29年度の 10年間です。 

骨子案の施策体系 

基本政策Ⅰ 暮らしやすさ１番の新宿 

基本政策Ⅱ 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化 

基本政策Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造 

基本政策Ⅴ 好感度 1 番の区役所 

基本政策Ⅳ 健全な区財政の確立 
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■問合せ先 総合政策部企画政策課長 菅野 電話 03-5273-3501 

２ 計画期間 

３ 策定時期 

●パブリック・コメントの実施期間：１１月２５日（金）～１２月２６日（月） 
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